
こども宅食事業に係る
食品等の物資サポート事業
～アウトリーチ支援へのチャレンジをサポート～

事業目的
ひとり親家庭など、困難を抱えた家庭
（経済的困窮×社会的孤立）に対する食支援

当該家庭に対し食をきっかけとする
アウトリーチ支援を行うことで、
家庭の状況を多角的に把握する

事業期間 2022年7月1日～9月30日まで
※食品等の物資は  8月、9月の配送に使用する分を対象 とする

助成内容 資金ではなく、食品など物資によるサポート。

１団体あたり上限600万（2ヶ月分）、1世帯あたり上限8000円/月



食品提供サポート事業イメージ

連携先業者

事業実施団体
支援先家庭

①食品カタログを提供

②申請フォーム入力　＋

　発注シートを提出

③発注・

　支払い

⑤支援実施

④食品をお届け

団体側での作業

事務局側での作業



事業のマスト要件
家庭にアウトリーチ（訪問）し、
食品を届けていること

経済的困難を抱え、適切な支援を受けられていないなど
社会的に孤立した家庭を対象としていること

支援家庭リストを作成していること

自治体・専門機関との連携があること

こども宅食の
取組み詳細

例：「こども宅食が目指すことを理解しているか」、
　　「対象としているこどもの年齢層」、
　　「家庭のアセスメントができているか」など

活動形態

支援対象

家庭の状況把握

連携機関

+

原則として、訪問により
お届けする食品等が対象



事業スケジュール
6月

6月中旬：希望アンケートの実施（物資助成を希望するか）

6月末：中間支援法人として、こども宅食応援団が受託決定（厚労省からの委託）

7月

7月1日〜8日：本事業の申込み受付 / 希望商品リスト提出（2ヶ月分）

7月13日：受託者（食品提供）の可否決定

7月下旬：ご家庭への「8月分のお届け食品等」を倉庫へ配送

8月 8月下旬：ご家庭への「9月分のお届け食品等」を倉庫へ配送

9月 9月末までに：本事業による全ての提供物品を、受託者→ご家庭へお届け完了

10月 事業報告

※厚労省からの受託決定のタイミングによりスケジュールが変更となる可能性あり


